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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

両
立
支
援
等
助
成
金
制
度
の
改
正

一

両
立
支
援
等
助
成
金
制
度
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
小
学
校
休
業
等
対
応
コ
ー
ス
助
成
金
を
創
設
し

、
令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
１
の

又
は

の
有
給
休
暇
に
つ
い
て
、
１

（一）

（二）

に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
て
、
２
に
定
め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
、
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
（
前
期
課
程
に
限
る
。
）
、
特
別
支
援
学
校
そ
の
他
の

（一）
雇
用
環
境
・
均
等
局
長
が
定
め
る
施
設
及
び
事
業
（

に
お
い
て
「
小
学
校
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
新
型
コ
ロ

（二）

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
対
応
と
し
て
臨
時
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
を
講
じ
た
も
の
に
就
学
等
し
て

い
る
子
ど
も
の
世
話
を
そ
の
保
護
者
と
し
て
行
う
た
め
の
有
給
休
暇
（
労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
年

次
有
給
休
暇
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
申
出
を
し
た
場
合
に
、
当
該

被
保
険
者
に
対
し
て
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
た
事
業
主

そ
の
雇
用
す
る
被
保
険
者
が
、
小
学
校
等
に
就
学
等
し
て
い
る
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

（二）
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症
の
病
原
体
に
感
染
し
、
又
は
感
染
し
た
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
の
世
話
を
そ
の
保
護
者
と
し
て
行
う
た
め
の
有
給
休

暇
の
申
出
を
し
た
場
合
に
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
て
有
給
休
暇
を
取
得
さ
せ
た
事
業
主

２

１
の

又
は

の
有
給
休
暇
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
、
１
の

又
は

の
事
業
主
が
支
払
っ
た
賃
金
の
額
に
相
当
す

（一）

（二）

（一）

（二）

る
額
と
し
て
雇
用
環
境
・
均
等
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
そ
の
額
を
当
該
賃
金
の
支
払
の
基
礎
と
な

っ
た
日
数
で
除
し
て
得
た
額
が
基
本
手
当
日
額
の
最
高
額
を
超
え
る
と
き
は
、
基
本
手
当
日
額
の
最
高
額
に
当
該
日
数

を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
十
七
条
の
二
の
三

の
規
定
は
、
令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
以
降
に
取
得
し
た
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
有
給
休
暇
に
つ
い
て
適
用
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。


